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この資料は，平成14年3月に三訂版として発行された研修教材「記録事

務解説jを基として，その後の規程の改正，通達，判例等を織り込んだも
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この資料は，平成2年3月に発刊された研修教材「記録事務解説」を基

として，その後の規程の改正，質疑回答等を織り込んだものである。改訂

に当たっては，刑事局総務課補佐官大霜憲司氏を煩わした．
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第2保管記録の保管及び閲覧並びに再審保存記録の保存及び閲覧

に関する事務と検察庁法との関係・………･……･……・ ・ 2
●
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第2 記録事務を取り扱う職員の心構え…………． ．……・ ・－． 8

第2章保管記録及び再審保存記録…･….． ．…， ． ．；･…IO

第1節保管及び保存・…・…・………………・…………10
●
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第2 再審保存記録……・ ・ ・…･………･……． ．………11

第3保管記録の管理（規程第3条）….…･…･……･……13

第4他庁への保管記録の送付（規程第4条） ．．……・……･ 18

第5保管期間の延長（規程第5条） ．．…･……-…・……・ ’9

第.6再審の手続のための保存（規程第6条）……･…．．…・”

第7再審保存請求（規程第7条）……･…………･……25

検察庁における記録事務は， これまで，昭和25年12月16日付け法務府検

務局長依命通達「訴訟記録の閲覧事務についてj,同45年11月24日付け法

務省刑事局長依命通達「検務関係文書等保存事務暫定要領の実施につい

てj等によって運用されてきたが，昭和62年6月に刑事確定訴訟記録法

（同年法律第64号）が制定され，同63年1月1日.から施行されたこと.に伴

って，新たに「記録事務規程」が制定され，同日から施行されるに至った。

そこで，今回，研修教材として本書を刊行することとしたが，その執筆

には，刑事局総務課補佐官近藤康利氏を煩わし，同課検務第一係長大霜憲

司氏の協力を得た。

本書が，検察事務官の研修教材としてはもとより，執務の手引きとして

も活用されるよう期待するものである。
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第1記録事務の内容

記録事務は，刑事確定訴訟記録（訴訟が終結した後の刑事被告事件に係

る訴訟の記録（犯罪被害者等の権利利益の保謹を図るための刑事手続に付

随する措置に関する法律､(平成12年法律第75号）第20条第1項に規定する

和解記録については，その謄本）をいい，保管記録，再審保存記録及び刑

事参考記録に分類される。），裁判所不提出記録，不起訴記録，斐用補償

請求事件記録及び刑事補償請求事件記録（以下本章において「刑事碓定訴

訟記録等」 という。）の管理に関する事務であるが，その内容を大別すれ

ば，次のとおりである。

1 保管又は保存に関する事務

裁判所又は他の検察庁の検察官から送付された刑事確定訴訟記録等

を受領し，記録の状態を点検確認した後，その保管又は保存すべき期

間を確定し， 当該刑事確定訴訟記録等に係る事件の被告人又は被疑者

の氏名，罪名，保管番号又は保存番号，保管又は保存の始期及び終期

等必要事項を検察総合情報管理システム（以下「検察システム」 とい

う。）により管理すると．ともに，刑事確定訴訟記録等に保管番号又は

保存番号を表示した上， これを所定の記録倉庫等に確実に格納して保

管し，又は保存して管理する事務である。

2 閲覧に関する事務

保管記録若しくは再審保存記録の閲覧の請求をした者に対し，又は
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2 第1章記録事務

再審保存記録若しくは刑事参考記録の閲覧の申出をした者に対し，そ

の請求又は申出に理由があるかどうかを審査し，理由があると判断さ

れるときは当該記録を閲覧させる事務である。

3裁判書の謄本又は抄本の交付に関する事務

被告人等訴訟関係人から裁判書の謄本又は抄本の交付請求があった

場合に， 当該裁判書の謄本又は抄本を作成して交付する事務である。

4廃棄に関する事務

保管期間又は保存期間が満了した刑事確定訴訟記録等（刑事参考記

録にあっては，刑事参考記録の指定が解除されたもの）のうち，以後，

保管又は保存しておく必要のないものを抽出して廃棄する事務であ

る。

総 論 3

管検察官が行うこととされた（法第4条)。

なお，刑事参考記録の保存及び閲覧に関する事務は，法務行政事務

とされている。 したがって，法第9条第1項及び第2項は，法務大臣

がこの権限を有することを明記し，同条第4項により， これを所部の

職員に委任することができるとしている（注)。

(注） 法第9条第4項に基づく刑事破定訴訟記録法施行規則第15条の規定により，

刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除き．検察庁の長（区
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検察庁にあっては．検事正）に委任されている。

＆

第2保管記録の保管及び閲覧並びに再審保存記録の保存及び閲覧に関す

る事務と検察庁法との関係

1 保管記録の保管及び閲覧並びに再審保存記録の保存及び閲覧に関す

る事務は，いわゆる検察事務であるが，従来の刑事被告事件に係る訴

訟の記録の保管及び再審の手続のための保存に関する事務は，検察庁

法第4条の「刑事について公訴を行い，裁判所に法の正当な適用を請

求」する事務（裁判の執行のあり得るものについては，併せて「裁判

の執行を監督」する事務）に付随する事務として，検察事務と解され

ていたが，刑事確定訴訟記録法（昭和62年法律第64号。以下「法」 と

いう。）施行後においては，保管検察官が行う保管記録の保管及び再

審保存記録の保存に関する事務は，検察庁法第4条の「公益の代表者

として他の法令がその権限に属させた事務」に該当することになる。

また，これらの記録の閲覧に関する事務も同様であり，閲覧の許否は，

‐ 従来は検察庁の長が行うこととされていたところ，法においては，保
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『 4 第2章祀録事務規程
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3規程は，検察庁事務章程，事件事務規程，執行事務規程等と同様に，

検察庁法第32条にいう『検察庁の事務章程」の一つであり，検事総長，

検事長及び検事正に対して訓令されているが，直接検察庁の全職員を

拘束するものである。

第2章記録事務規程
凸
Ｆ
も
凸
も
〃
ｇ
凸
ｇ
■
８
，

第1 記録事務規程の内容等

1 旧記録事務規程について

平成25年3月19日付けで全部改正される前の記録事務規程(以下｢旧

規程」という。). ･は，昭和62年12月14日付け法務省刑総訓第1018号を

もって法務大臣から訓令され、昭和63年1月1日から施行された。

旧規程は，法．刑事確定訴訟記録閲覧手数料令（昭和62年政令第379

号。以下「手数料令」という。）及び刑事確定訴訟記録法施行規則（昭

和62年法務省令第41号。以下『規則」 という。）が制定され，規則附

則第2項の規定に基づく法務省告示.(昭和62年法務省告示第953号）

が告示され，いずれも昭和63年1月1日から施行されることとなった

ことに伴って，記録事務の一層の適正化を図るため，法において定め

られた再審の手続のための記録の保存等各種の新たな制度に対応する

ための事務手続を定めるとともに， これまで，昭和25年12月16日付け

法務府検務第38715号検務局長依命通達『訴訟記録の閲覧事務につい

て」 （以下「閲覧要領」 という。），昭和45年11月24日付け法務省刑事

（総）秘第42号刑事局長依命通達「検務関係文書等保存事務暫定要領

の実施について」 （以下「保存暫定要領」 と･いう。）等により取り扱

われてきた記録事務を勘案して必要な事務手続を定めたものである。

2記録事務規程について

記録事務規程（以下「規程」 という。）は， 旧規程を全部改正する

形で平成25年3月19日付け法務省刑総訓第6号をもって法務大臣から

訓令され，同年4月1日から施行された。
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第2規程の概要等

規程は，全文7章34条及びこれに附属する書式16様式からなり，保管記

録等の管理に関する取扱手続について規定している。

その概要は， まず第1章総則において，規程の目的を定め，記録事務を

取り扱う職員の職務とその責任を明確にし，第2章においては，訴訟終結

後における保管記録の保管及び閲覧等に関する手続並びに再審の手続のた

めの再審保存記録の保存及び閲覧等に関する手続について，第3章におい

ては，刑事参考記録の指定及び閲覧等に関する手続について，第4章にお

いては，裁判所不提出記録の保管等に関する手続について，第5章におい

ては，不起訴記録の保存等に関する手続について，第6章においては，費

用補償請求事件記録及び刑事補償鯖求事件記録の保存等に関する手続につ

いて規定し， また，第7章は，雑則として，裁判書謄本等の交付手続及び
特別取扱いについて規定している。
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第3規程の改正等について

1 検察システムの導入に伴い，検察システムによる管理を原則とし，

全国統一的な記録事務の管理を行うとともに，－層の合理化，適正化

を図るため，平成25年3月19日付け法務省刑総訓第6号法務大臣訓令

をもって， 旧規程の全部が改正され，現在の規程が定められた。

2規程第1条に規定する刑事確定訴訟記録，裁判所不提出記録，不起

訴記録，賢用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録の管理に関
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6 第2章記録事務規程．

する事務及びその他これに付随する事項については，検察システムに

より管理することとされ.(規程第2条），その管理方法については，

「検察総合情報管理システムによる記録事務取扱要領」 （｢記録事務

規程の改正についてj (平成25年3月19日付け法務省刑総第409号刑

事局長通達）別添）で定めている。

総 論 7

存記録を保管し，又は保存することとなる保管検察官，②不起訴記

録を保存することとなる検察官，③刑事参考記録，刑事参考不提出

記録及び刑事参考不起訴記録を保存することとなる検察庁の長（区

検察庁にあっては，検事正）及び④費用補償請求事件記録及び刑事

補償請求事件記録を保存することとなる検察庁の長を定めている。

このほか，規程上明らかではないが,‐裁判所不提出記録を保管する

検察官は，その記録の性質に照らし， 当該刑事被告事件の保管記録

又は再審保存記録の保管検察官ということになろう。

．法にいう保管検察官は， 当骸刑事被告事件に係る訴訟の記録ごと

に定まるのであるが，通常，訴訟の記録の管理等に関する事務は，

特定の検察官が継続的に取り扱うことにより一層適正な処理が期待

されるものであるところから，各検察庁においては，その庁の実情

に応じて，次席検事又は総務部長あるいは他の特定の検察官がその

．庁における全ての保管記録又は再審保存記録の保管検察官に指定さ

れている。また，不起訴記録を保存することとなる検察官も，同様

の趣旨から， これら次席検事等が指定されている。

2記録担当事務官

旧規程では， 「記録係事務官」の定義はされていなかったが，規程

において， 「記録担当事務官」が定義され，記録担当事務官は，組織

機構上の高等検察庁の検務課若しくは検務第二課又は地方検察庁若し

くは区検察庁の検務部門の記録担当部署に属する検察事務官のみを指

すものではなく，検察庁事務章程の定めるところにより，規程に定め

る当該具体的事務を所管ないし分担することとなる検察事務官一般を

指すものとして位置付けられた。
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第4記録事務に関与する職員

1 検察官

（1） 法は，刑事被告事件に係る訴訟の記録は検察官において保管する

こととして， この種記録の保管機関を検察官とした。

法第2条第1項は，刑事被告事件に係る訴訟の記録は，訴訟終結

後は当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検

察庁（以下「第一審対応検察庁」 という。）の検察官が保管するも

のとし， これを保管検察官としている。ただし，道路交通法第8章

の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条若しくは第

18条の罪に係る被告事件についての訴訟の記録であって，道路交通

法違反事件迅速処理のための共用書式若しくは自動車の保管場所の

確保等に関する法律違反事件迅速処理のための共用書式（以下これ

らを「交通切符jという。）又は反則金不納付事件迅速処理のため

． の共用書式（以下『交通反則切符」 という。）を用いたものについ

ては，法附則第6条により，特例として，有罪の言渡しを受けた者

、の本籍地（本籍のない者，本籍の明らかでない者又は日本の国籍を

有しない者にあっては，東京都）を管轄する地方裁判所に対応する

検察庁の検察官が保管検察官と．なる（規則附則第2項，昭和62年法

務省告示第953号)。

（2） 規程は，記録事務に携わる検察官として，①保管記録又は再審保

、
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各 論 9

保符検察官にその許否に関する意見を具申することが必要であり，記録那務担
当者が十分これらの班僻等を調査しないまま，独自の判断で．直ちにこれを拒

各 論

否することのないよう，慎重に対応する必要があろう。
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第1章総 則

第1 ．規程の目的（規程第1条）

この規程は，刑事確定訴訟記録，裁判所不提出記録，不起訴記録，費用

補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録の管理に関する事務の取扱手

続を規定し， これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし， もってそ

の事務の適正な運用を図ることを目的としている．

第2記録事務を取り扱う職員の心構え

記録事務は，規程の定めるところに従って，記録担当事務官が，記録事

務を担当する検察官を補佐し，その指揮監督の下にこれを取り扱うのであ

るが， これが関係人の名誉等に直接影響を及ぼす重要な事務である上，法

が新たに設けた再審の手続のための訴訟記録の保存等の制度に適切に対応

する必要があるところから，その事務処理については，特に正確性，碓実

性が要請される。 したがって， この種事務に従事する職員は，平素から，

関係法令を始めとし，判例，通達等の先例について十分に研究しておくと

ともに，良識を養うことが肝要であり，併せて過誤の防止に留意し，旺盛

な責任感をもって，その事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならな

い（注)。

（注） 例えば，保管記録の閲覧（謄写）請求があった場合には，最終的には，保管

検察官において，法第4条に定める制限事由の有無や謄写の目的，必要性，弊

害の発生のおそれ等諸般の事情を勘案して，その許否を決することとなるが，

これを補佐する記録事務担当者としても．これらの事情等を十分調査した上で，
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10 第2章保管記録及び再審保存記録
各 践 11

録は，法にいう保管記録に該当するので．被告人死亡による公訴棄却の裁
判により終結した被告班件の保智記録（法別表第2号2）に準じて取り扱
うのが相当であろう。この場合における保管期間の始期は，上統提起期間
満了日の翌日から起算することとなる．

2 ．保管記録のうちの「裁判書」には，刑訴法にいう 「裁判書jとI裁

判を記赦した調魯」 （刑訴法第46条，第473条参照） とを含んでおり，

規程においても同様である。なお，裁判を記減した調書には，公判廷

で宣告された裁判（判決を除く。）を記載した公判調書（刑事訴訟規

則（昭和23年最高裁判所規則第32号。以下「刑訴規則」 という。）第

53条ただし書，第44条第1項第31号),調書判決を記縦した公判調書

（刑訴規則第219条）及び即決裁判を記戦した調書（交通事件即決裁

判手続法第12条第2項，交通事件即決裁判手続規則第7条第2項第5
号）がある。

上訴の取下げの効力が争われた場合に，裁判所が取下げを有効と認．

めて行う訴訟終了宣言の決定書もこの「裁判書」に当たる（法別表第 －
1号6の裁判書)。

なお，法別表第1号3の裁判書のうち「法務省令で定める,もの」は，
規則第1条に規定されている。

3裁判書以外の保管記録については，特に問題となるものはないと思

われる。上訴を取り下げた場合には，上訴に係る終局裁判が確定する

ことになるのであるが, .上訴審の訴訟記録もそれまでの審級の訴訟記
､録と－体として保管記録となる。

、

なお，法別表第2号1㈲（注）の裁判書以外の保管記録のうち「法
務省令で定めるもの」は，規則第3条に規定されている。

（注） 刑法等の一部を改正する法律（平成25年法律第49号）により刑の一部の執
、 行猶予制度が創設されたことに伴い，法別表も改正され、同表第2号の栽判

毎夕

番以外の保管記録に「刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの」が迫
・加され，その保管期間が8年とされた。これに伴い，現行の法別表第2号1
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第2章保管記録及び再審保存記録

第1節保管及び保存

第1 保管記録

1 保管記録は，刑事被告事件に係る訴訟の記録（注1，注2）で，訴
（．

訟終結後，第一審対応検察庁の検察官が保管するものをいい，裁判書

と裁判書以外の記録に区分される（法第2条第1項，第2項，別表)｡

（注1） 刑事被告事件に係る訴訟の記録とは，①刑事被告事件の所訟の記録，い

．わば被告事件そのものの訴訟記録及び②刑事被告事件の終局裁判その他当

該被告率件に係る裁判の執行に影響を及ぼすべき当該被告事件終結後の訴

舩の記録の両者をいう。①の記録は．法施行前の保存暫定要領にいう本案

事件の裁判の原本並びに本案の完結事件記録及びこれに繕てつされた裁判

の原本に相当し，②の記録としては，刑の執行猶予の言渡しの取消舗求事

件（刑事訴訟法（昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。）第349条)，

刑法第52条の規定による刑の分離決定舗求事件（刑訴法第350条),訴舩費

用の負担を命じる裁判の執行の免除申立て事件（刑訴法第500条)，公翫が

提起されなかった場合における訴訟費用の負担舗求事件（刑訴法第187条の

2），裁判の解釈を求める申立て事件（刑訴法第501条)，裁判の執行に対

する異誰申立て事件（刑訴法第502条j,第三者所有物の没収の裁判の取消

諸求事件（刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措瞳法

第13条),再審請求事件（刑訴法第435条等)．非常上告事件（破棄自判を

除く。刑訴法第454条）などの訴訟記録がある．

なお，規程第6章において保存等の手続が定められている費用補償請求

事件記録及び刑事補償舗求事件記録は，刑事被告事件に係る訴詮の紀録で

はない。

（注2） ①略式命令が被告人に告知された後，正式裁判の請求期間内に被告人が

死亡したことがその期間経過後判明した場合における当餓事件記録につい

ては，正式裁判の手続に移行しておらず，法にいう保管記録に骸当しない

ので，不起訴配録に通ずるものとして取り扱う （平成元年検務実務家会同

記録事務関係1問答)。 。

②通常の公判手続により判決の言渡しがなされた後，上訴提起期間内に

被告人が死亡したことがその期間経過後判明した場合における当該事件記
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第2章保管記録及び再審保存記録

㈱は，法別表第2号1個に改正された（平成28年6月18日までの政令で定め
る日から施行)。

各 論 1312
I

第3保管記録の管理（規程第3条）

1 保管検察官が保管記録の送付を受けたときは，記録担当事務官は，

保管番号を保管記録ごとに付した上，検察システムにより保管記録を

管理するとともに，保管番号を裁判書及び裁判書以外の保管記録の表

紙に表示する （1項)。 これは，訴訟の終結により，裁判所から送付

一 のあった（注）保管記録を受理した場合又は規程第4条の規定に｡よっ

て保管検察官以外の検察官から送付のあった保管記録を受理した場合

における保管記録の把握手続について規定したものである。

（注） 被告邸件が上訴審において終結した場合には，上訴裁判所から第一審裁判

所を経由して保管検察官である第一審対応検察庁の検察官に送付される（刑

一 訴規則第304条，平4.9.4 （最）総三36最高裁郵務総局総務局長通達)。

2 法第2条は，刑事被告事件に係る訴訟の記録は，訴訟終結後は保管

検察官が保管するものと定め，保管記録の保管検察官集中主義をとる

とともに，訴訟の終結によって保管記録は保管検察官の管理下に置か

れることとされている。そこで，保管検察官は，送付を受けた保管記

録を管理するために，記録担当事務官をして当該記録について検察シ

ステムにより管理させた上，裁判書及びそれ以外の保管記録の表紙に

保管番号を表示させて把握することとした。検察システムは，保管記

録を管理する上で基本となるものであるから，原則として，記録担当

事務官は，裁判所等から保管記録の送付があったときには直ちに検察

システムにより確定記録情報等を作成することになる。

3 ところで，検察庁においては，裁判が確定した後速やかに処理しな

ければならない既決犯罪通知書の作成， 自由刑の執行指揮，罰金，科

料及び追徴等徴収金に係る裁判の執行指揮の事務等が存するため， こ

れら犯歴事務等の処理を優先させなければならないときには，記録担
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第2再審保存記録

1 再審の請求があったときは，裁判所は，その請求について審判する

ため，請求の対象となった被告事件に係る訴訟の記録を調査等するこ

とになるので，再審の請求がなされた場合及び再審の請求が行われる

ことが予測される場合のほか，再審の請求をしようとする者，再審の

請求をした者又は刑訴法第440条第1項の規定により選任された弁護

人から再審の手続のための保存の請求があった場合で保管検察官が当

該被告事件に係る訴訟の記録（保管記録）を再審保存記録として保存

する旨決定したときには，当該保管記録をその保管期間満了後も再審

の手続（注）のために保存することとなる。

（注） 再審の手続とは，再審の請求に対する審判手続及び再審の開始後における

被告事件そのものについての再審の審判手続の両者を含む。

2 対象となる記録は，保管期間満了後の被告事件に係る訴訟の記録で

あり，被告事件の訴訟の記録（第1， 1の（注1）の①参照）のほか，

既に再審の請求がなされ請求を棄却する裁判が終結した事件の記録

（再審請求事件記録）である。被告事件の終局裁判その他当該被告事

件に係る裁判の執行に影響を及ぼすべき当該被告事件終結後の訴訟の

記録（第1， 1の（注1）の②参照）は，被告事件そのものと直接の

関係がないから，通常は再審の手続のための保存の対象とはならない

であろう。しかし，再審の請求をしようとする者等が特に必要として

保存の請求をする場合には，対象となり得る。また，保管期間満了後

の他の被告事件に係る訴訟の記録（例えば，併合審理されなかった共

犯者に係るもの）も対象になるので，注意しなければならない。
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上訴期間の満了により事件が終結したときは当該上訴期間の満了日の

翌日 （いわゆる自然確定の日）である。

（注） 法は．期間の計算法についての規定を定めていないので，一般法たる民法

総則第5軍の期間に関する規定が適用されることになるから，同法第138条

及び第140条の規定を適用することになる．

7保管期間の満了日については，期間の満了日に関する特例を定める

民法第142条は，保管期間の計算について適用されないものと解され

ているので，保管期間の末日がたとえ「日曜日，士暇日，国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日， 1月2日，

1月3日又は12月29日から12月31日までの日」に当たっても，その日

（期間の末日）は繰り延べされない。確かに記録の閲覧の関係では実

質的な影響が生じるとも考えられるが，記録の保管期間は，いうまで

もなく記録を保管すべき期間であって，記録を閲覧に供すべき期間で

はないことからすれば，保管している限りにおいて閲覧に供すれば足

りるものと解されるからである｡’

8 言い渡された刑が不定期刑である場合には，長期の刑を基準として

法別表の区分により，保管期間を定めることになる。

9 再審が開始され，再審の裁判が確定した場合における原確定裁判に

係る保管記録の保管期間については， まず，①再審の裁判が確定した

ことにより原確定裁判は当然に失効することから，原確定裁判の裁判

書は，法別表第1号6の「その他の裁判の裁判書」 となるので規則第

2条に定めるところによることになるが,その裁判の性質に鑑みると，

規則第2条の表中の第1号(1)の「上訴審で破棄された裁判の裁判書」

に準じて取り扱い，再審の確定裁判の裁判書の保管期間と同じ期間と

し，その起算点は，再審の裁判の裁判書のそれによることとするのが

相当であろう （注)。その場合，原確定裁判によって破棄された下級

14 第2章保管記録及び再審保存記録

当事務官において検察システムによる管理を行う前に，犯歴担当事務

官等においてその事務処理に必要最小限の期間，保管記録を使用する

こととなっても，本条の趣旨に反しないものと解される。しかし， こ

の場合においても，常に当該保管記録の所在を確実に把握できる方途

を講じておく必要があることは，いうまでもないところである。

4保管番号は，確定年次に従い裁判書以外の保管記録の区分及び保管

記録ごとに番号を付し，暦年ごとに改めるものとされている（2項)。

旧規程では，保管記録ごとに一連番号を付すこととされていたが，

規程では， 「一連」の文言を削る改正がなされたことから， これによ

り，保管番号を庁別に区分しない取扱い，又は保管区分を同じくする

記録について事件区分ごとに異なる進行番号を付す取扱い（例えば，
－ Q

一般事件は1番から，道路交通法違反事件等は100001番からというよ

うに，それぞれ進行番号を付す取扱い）が可能となった。

5保管番号は，保管記録ごとに付すことになるので，被告人の数が複

数であっても一件の保管記録であれば一つの保管番号となる。その場

合には，それぞれの被告人に係る被告事件について各別に保管記録が

あると仮定して，裁判書以外の保管記録の保管期間の満了日が最後に

到来することとなる保管記録に係る裁判の確定年次及び裁判書以外の

保管記録の区分によって検察システムにより管理することになる。こ

の場合における検察システムによる管理は，一つの保管番号を付した

上，裁判書及び裁判書以外の保管記録の各保管終期欄には，保管期間

の満了日が最後に到来することとなる裁判書及び裁判書以外の保管記

録の保管終期のみを入力することになる。

6保管期間の起算日は，訴訟が終結した日の翌日である（注)。すな

わち，被告事件では，上訴の放棄又は上訴の取下げにより事件が終結

したときは当該放棄又は取下げの日の翌日 （確定日の翌日）であり,
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16 第2章保管記録及び再審保存記録

審の裁判の裁判書も同様に扱うことになる。次に，②裁判書以外の保

管記録は"再審の審判の記録とともに,再審で刑に処せられたと．きは

法別表第2号1に，再審が無罪等の裁判により終結したときは法別表

第2号2に該当することになる。

（注） 文理的には，規則第2条の表中の第5号に当たると考えられるが，再審を
開始する確定裁判の裁判書が，同第2号により，再審の確定裁判の裁判書の
保管期間が終了するまでの問保管されることからすれば，文理にこだわらず
このような取扱いをせざるを得ないであろう。 、

10交通切符及び交通反則切符を用いて裁判がなされた事件に係る保管

記録については， 旧規程第2条から第4条まで及び第9条の規定は，

当分の間，適用しない（注1）こととされていたところ，交通切符の

2枚目又は交通反則切符の1枚目の裁判書（交通切符等原票）につい

ては，従前どおり，犯歴事務規程の規定により本籍地（本籍のない者，

本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあっては，東京

都）を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送付し保管す

ることとなり，規程施行後も引き続き規程第3条から第5条まで及び

第1.0条の規定の適用はなく，保管検察官が属する検察庁において，検

察システムによる記録の管理を要しないこととされた（注2）。

他方，交通切符等原票以外の保管記録については，従来から第一審

対応検察庁の検察官が保管検察官から嘱託を受けたものとして保管す
ることとされてきたところ，平成25年の規程改正により事件の受理及

び処理に関する情報等が検察システムにより管理されることとなった

ことに伴い，第一審対応検察庁において，規程第3条から第5条まで

及び第10条の規定に準じ，検察システムによる記録の管理を行うこと
となる。この場合，確定日を同じくする交通切符又は交通反則切符に

よる事件について，記録ごとではなく，複数記録を－つに取りまとめ

て管理すること･は差し支えないこととされた（注3）。

（注1） 昭62. 12. 14刑総1019刑耶局長通達の記第2, 21, (1)

（注2） 平25-3.19刑総409刑事局長通達の記第4, 2． {1)

（注3） 平25.3.19刑総409刑率局長通達の記第4， 2， （2）

11保管検察官が保管記録の送付を受けた場合において，記録担当事務

官は，保管記録に関連する刑事確定訴訟記録（同一被告事件に係るも

のに限る。）が既に保管され，又は再審の手続のため保存されている

ときは，検察システムにより当該記録の保管又は保存に関する事項を

管理する（3項)。 これにより関連事件の把握を必要とする場合は，

．同一被告事件に係るものに限るとされているので，本項が適用される

事例としては，例えば，刑執行猶予言渡し取消請求事件記録が保管検

察官に送付された場合に，既に保管検察官において本案の刑事被告事

件の訴訟の記録（刑の執行猶予の言渡しをした裁判の記録）を保管記

録として保管し，又は再審保存記録として保存しているときが考えら

れる。

12保管記録は，それぞれ分類して保管番号順に記録倉庫等に格納して

保管することになるが，そのうち裁判書については，各庁とも，裁判

書以外の保管記録と分離した上，それのみをまとめて裁判書原本つづ

りとして裁判書以外の保管記録とは別に保管しているのが実情であ

る。また，裁判書に起訴状，証拠等関係カード，上訴趣意書等が引用

されている場合は， 引用された書類は，裁判書以外の保管記録から分

離し，裁判書に添付して保管することとし，裁判書以外の保管記録の

表紙等適宜の箇所にその旨を表示し， これら添付した書類の所在を明

・ らかにしておくこととされている（注)。

なお，裁判書に引用された起訴状，証拠等関係カード等については，

裁判書と一体となるものであることから，裁判書に添付して裁判書の

保管期間と同期間保管することとなるので，注意する必要がある。
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第2章保管記録及び再審保存記録

(注） 昭62.12.14刑総1019刑事局長通達の記第2. 1, (3)

18 各 論 19

れらの請求事件の記録の送付を受けた最高検察庁又は高等検察庁の長

は，その記録を本案被告事件の第一審対応検察庁の長に送付すること

となるが，その送付に当たっては，本条に準じて手続を行うこととす

る（平25縁3． 19刑総409刑事局長通達の記第3， 3）。

4保管記録を受領した保管検察官の属する検察庁においては，規程第

3条に定める手続に従い，記録担当事務官がこれを検察システムによ

り管理した上，保管することとなる（第3， 1－13ページ参照)。 こ

の場合には，特に同条第3項の手続（第3, 11-17ページ参照）に注

意する必要がある。

5 二以上の庁の記録事務を同一の職員により処理している当該庁相互

間の保管記録の授受については，本条に規定する保管記録送付書の送

付は，省略して差し支えないであろう。
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第4他庁への保管記録の送付（規程第4条）

1 保管検察官以外の検察官は，裁判所から保管記録の送付を受けたと

きは，保管記録送付書（様式第1号）により，保管記録を保管検察官

に送付する。これは，法が刑事被告事件に係る訴訟の記録は全て当該

被告事件についての第一審対応検察庁の検察官すなわち法にいう保管

検察官において保管することとして，保管検察官集中主義をとったこ

とに対応して定められたものである。すなわち，刑執行猶予言渡し取

消請求事件記録，再審請求事件記録等刑事被告事件に係る訴訟の記録

で本案被告事件以外のものは，法第2条第1項の規定により，本案被

告事件の第一審対応検察庁の検察官が保管することとなるため，例え

ば，刑執行猶予言渡し取消請求等に対する裁判をした裁判所から， 当

該訴訟終結後，その請求事件記録の送付を受けた検察官は， これに保

管記録送付書を添付して，その保管検察官たる本案被告事件の第一審

対応検察庁の検察官に送付することになる。

2 このように，検察官が保管検察官に保管記録を送付するときは，記

録担当事務官は，検察システムにより当該保管記録を保管検察官に送

付したことを管理することとなるが， 旧規程の保管記録受領書が廃止

されたため,保管記録を送付した検察官の属する検察庁の記録担当事

務官は，検察システムの検索機能等を用いて，送付先の検察庁におい

て当該保管記録に関する管理が開始されたこと｡を確認し，更に必要が

ある場合には，電話等適宜の方法により当該保管記録の受領の有無を

照会することとなる。

3 なお，費用補償又は刑事補償の請求が本案被告事件の第一審の裁判

所とは別に最高裁判所又は高等裁判所に対してなされた場合には， こ

第5保管期間の延長（規程第5条）

1 保管検察官が法第2条第3項の規定により保管期間を延長すること

としたときは，記録担当事務官は，検察シ､ステムによりその旨を管理

するとともに，保管期間延長記録目録.(様式第2号）を作成し，保管

検察官の押印を受ける。保管期間延長記録目録には，保管番号（注)，

保管区分，延長保管開始年月日》延長保管終期等を記入する。

（注） 保管期間延長記録目録の保管番号は，同目録の進行番号ではなく， 当該保
管記録に係る延長前の保管番号であるので、注意を要する。

2 法第2条第3項は，保管検察官が必要があると認めるときは，保管

期間を延長することができるとしている。これは，保管記録を保管す

る目的が刑事被告事件に係る訴訟の終結後における裁判の執行指揮そ

の他の検察官の事務の適正円滑な遂行を確保することにあるところか

ら，保管記録の保管期間が満了.した場合であっても，刑の執行停止，
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は， 当該記録を延長するに当たり，個々の事案に応じて相当と認める

期間を定めて（通常は， 月又は年単位により定めることとなろう。）

延長することとなる。

6保管期間の延長の回数については特に制限はなく，必要があるとき

は，何回でも延長することができる。

7保管記録の保管期間の延長の取消しについても，何らの定めはない

が，保管期間の延長は，検察官が公益上の必要を考慮した上で，個々

の事案に応じて相当と認める期間を定めて延長したものであることを

鑑みれば〆ときに関係人の利益に重大な影響を与えることも考えられ

るので（注)，その取消しは相当でないであろう。

（注） 昭62. 12.14刑稔1019刑邸局長通達の記第2, 3,個参照。

8複数の事件（罪名又は被疑者が複数のものをいう。）が一件記録と
r

して送致又は送付され，各事件につき異なる処分が行われた場合，そ

の処分ごとに必要部分の謄本を作成するなどして別個の記録としない

限り，一方の記録では他方の記録を引用するにとどめることとなり，

一件記録が複数の事件を構成するいわゆる競合記録となる場合があ

る。

競合記録については，処分の種類により，保管期間又は保存期間（以

下「保管期間等」 という。）が異なる場合があり， このような場合に

は，保管期間等が短期の記録について，その保管期間等が最も長期と

なる記録に合わせて保管期間等を延長することとされている。その際，

保管期間延長記録目録を作成することはいうまでもない。

なお， これらの競合記録の把握を確実にするため，競合記録となる

記録に関連事件の被疑者（被告人）名，罪名，処分の日，処分内容及

び関連事件の保管期間等に合わせて保管期間等を延長する旨を記栽し

た付葵を貼付する方法により，その表示を徹底することとされている。

20 第2章保管記録及び再審保存記録

とん刑等により刑の執行が終了していない場合など（注)，刑事被告

事件終結後における必要な刑事手続を確実に遂行し得るよう，引き続

き保管記録を保管することができるようにしたものである。

（注） そのほか，例えば，訴訟費用の徴収未了等裁判の執行未了，証拠品の処分
未了，恩赦の出願，国家賠償請求訴訟の提起等により当譲保管記録が必要と
なることが予想される場合が考えられる｡.また，過去において，民事訴醗に
必要な刑事事件記録を廃棄されたとして国家賠償鯖求訴訟が提起された事例
がある。

3 したがって， これらの事由があるときは，その旨をあらかじめ検察

システムにより管理しておくことが必要である。また， この場合に，

自庁の検察官が保管検察官でなく，かつ，必要とする保管記録の保管

期間の満了日が切迫しているようなときは，保管検察官において保管

期間の延長の措置を講ずることができるよう，その旨を保管検察官の

属する検察庁の記録担当事務官に通知することが必要であろう。その

後，保管期間満了前に刑の執行をするなど保管記録を必要としなくな

った場合には,必ずその旨の通知を保管検察官の属する検察庁の記録
担当事務官に行うことも忘れてはならない。そのためには，保管期間

の延長の措置を依頼したことを検察システムにより管理しておくこと

が必要であろう。

4 このように保管記録の保管期間の延長は，保管検察官が公益上の必

要のために職権により行うものであるから，訴訟関係人等には保管期

間の延長を請求する権利は認められていない。しかし，弁護士から民

事上の争訟に関して必要があるとして，保管記録の保管期間について

延長してほしい旨の要望があった場合には，特段の事由がない限り，

保管検察官は，保管期間の延長をすることとされている（注)。

（注） 昭62. 12.14刑総1019刑事局長通達の記第2,-3, (2)

、 5保管期間の延長期間については，特に定めがないので，保管検察官
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2再審保存番号は，再審保存記録ごとに番号を付し，暦年ごとに改め

る（2項)。

3 法第3条は，保管記録の保管期間が満了した後に再審の請求がなさ

れることも考えられることから， このような場合における再審の手続

の適正円滑な運営に資するため，保管記録（注）の保管期間満了後の

再審の手続のための保存制度を設けた。規程は， これを受けて第6条

以下に必要な手続を定めている。

（注） 再審の手続のための保存の対桑となる保管記録は，通常，再審の諦求があ

った（あるいは諦求が行われることが予測される）本案被告率件の訴訟の記

録や以前にされた再審諭求棄却の裁判の記録が考えられるが，そのほかにも

当該被告班件に係る他の保管記録も含まれ得る。当該本案被告躯仲の共犯者

（例えば，併合審理されなかった者）に係る保管記録も対象となろう。

また．裁判番以外の保管記録の保管期間よりも裁判番の保管期間が長期で

ある場合に，裁判書以外の保管記録の保管期間が満了したため同記録を再審

保存記録として保存した後，その保存中に裁判譜の保管期間が満了したとき

は，同裁判番も当然再審保存記録となる。

4再審保存記録として保存するのは，保管記録の保管期間が満了した

後である。 したがって，保管期間が満了するまでの間は，たとえ再審

の手続のために保存すべき事由が生じても，再審保存記録としてでは

なく，保管記録として保管し，保管期間が満了した後，再審保存記録

として保存することになるので， 当該事由が生じた場合は，保管記録

の管理に付随する事項と･して，検察システムによりその旨を管理し，

保管期間の満了時期が到来した際に再審保存記録として保存すべき記

録である旨の把握漏れがないように注意を要する（平25.3. 19刑総409

刑事局長通達の記第3， 5， (1))。

5 再審保存記録として保存された記録は，その後の閲覧の請求又は申

出があった際の便を考慮して，保管記録とは区別した場所に再審保存

番号順に格納することが相当であろう。

22 第2章保管記録及び再審保存記録
；

また，検察システムにより事件の処理，公判事件に関する事項を管 ｜
｜

理することに伴い，事件の処理，捜査・・公判段階における関連事件等 I

に関する事項が適切に管理されるようになったことから,保管記録の ｜
保管又は不起訴記録の保存時に，競合記録関係にある他事件記録があ ｜

る旨の関連事項が検察システムの画面に表示されるので,記録担当事 ！
i,

務官は，その旨を確認することになる。 0．

さらに，相互に関連する事件を他の検察庁の検察官に移送する場合 ！
｡ b

には,移送書の共犯者(関連事件)の措置欄に所定の事項を記入し， I
また,事件が併合又は移送の決定により対応裁判所以外の裁判所に係 ｜
属した場合におﾙ､て,新たに事件が係属した裁判所に対応する検察庁 ｜
の検察官に裁判所未提出記録を送付するときは，未提出記録送付書の ｜ミ

共犯者（関連事件）の措置欄に所定の事項を記入するとともに，その I
↓

後の処分や記録の保管期間等の把握を確実に行うため，競合記録に関 i

する通知書又は競合記録に関する照会書により，その保管期間や処分｜

結果等を保管庁相互において把握することとされている（注)。
I

（注） 平16.12.10刑総1439刑事局長通達の記第2

j・

｜
第6再審の手続のための保存（規程第6条） ！；

］ 保管検察官が法第3条の規定により,保管記録を再審保存記録とし ！
｝‐

て保存することとしたときは，記録担当事務官は，検察システムによ ’
， 『

りその旨を管理するとともに,再審保存記録目録(様式第3号）を作 ｜‘
〆． 『

成し,保管検察官の押印を受ける（'項)。再審保存記録目録には， ｜
『

再審保存決定年月日,再審保存開始年月日,再審保存期間満了日，再 I
也

審保存番号等所定の事項を記入する｡この場合には，再審保存記録と ！
｛

こて保存された旨を明らかにするため，再審保存番号を再審保存記録 i
の表紙に表示する（1項)。 ドド
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6 法は，再審保存記録の保存期間を具体的に定めず，保管検察官にお

いて定めることとしているが， これは，保管検察官が個々の保管記録

について，その事案ごとに再審請求の理由（あるいは請求が行われる

ことが予測されるときは，予測される再審請求の理由>，事件の複雑

度，証拠関係等の諸事情を勘案し，過去における同種再審事件の審理

期間等を併せて参考として，再審の手続のために必要と認められる期

間を決定することになる （注1）。

なお，裁判書以外の保管記録で， 5年未満の懲役又は禁鋼に処する

裁判に係るもの及び罰金，拘留又は科料に処する裁判に係るもの（法

別表第2号1田及び尚） （注2）のうち， 当該記録が弁論の終結に至

るまで真犯人ではない旨の主張を維持していた被告人に係る記録であ

， るときは，特段の事由がない限り，職権により3年間再審保存記録と
して保存することとされている （注3）。

（注1） 通常は再審諸求に対する裁判が終結するまでの期間であるが，再審請求
がいまだなされていない場合には，再審請求までに要すると認められる期

間を含んだ期間である。また，再審が開始されたときは，保存期間を延長
することになる。

． （注2） 刑法等の一部を改正する法律（平成25年法律第49号）により，現行の法
別表第2号1田及び脚は，法別表第2号ユ㈲及び㈲に改正された（平成28
年6月18日までの政令で定める日から施行)。

（注3） 昭62. 12.14刑総1019刑事局長通達の記第2, 4, (1)

7 再審保存記録に係る本案被告事件について再審請求がなされ，その

請求を棄却する裁判が確定した日から3年を経過する日前に再審保存

期間の満了日が到来することとなる当該再審保存記録については，再

度の再審請求がなされないことが明らかであるなど特段の事情のない

限り， 当該再審請求を棄却する裁判の確定の日から3年間再審保存記

録として保存することとされているので，注意を要する （注)。

（注） 昭62, 12.14刑総1019刑事局長通達の記第2, 4, (2)

第7再審保存請求（規程第7条）

1 再審の請求をしようとする者（注1），再審の請求をした者（注2）

及び刑訴法第440条第1項の規定により選任された弁護人（注3）は，

保管検察官に対し，保管記録を再審保存記録として保存することを請

求することができる（法第3条第2項)。この場合には，保存請求者

は，具体的に保存すべき期間を記祓した再審保存請求書（規則様式第

1号）を保管検察官に提出しなければならない（規則第5条)。

（注1） 刑訴法第439条第1項第2号から第4号までに規定する再帝請求椛者で再

審の諦求をする意思を有する者をいう。

（注2） 刑訴法第4編の規定に基づき再審の諦求をした者をいう。

（注3） 再審請求をするときからその請求に対する決定があるまでの問に選任さ

れた弁護人をいう． ところで， 再審誠求の手鏡において弁謹人となろうと

する者は， この弁謹人に当たらないから． 固有権として， 再審保存記録と

して保存することを請求できない． しかL,再審の諦求をしようとする者

等の代理人として保存請求をすることはできる（代理人による保存諦求が

許されるか否かについては，法に何らの規定はないが，積極に解されてい

る。）。

2 規則第5条の規定により再審保存請求書の提出があったときは（注

1），保管検察官は，再審保存。再審保存期間延長に関する決定書（様

式第4号）を作成し，請求に係る保管記録を再審保存記録として保存

するかどうかを決定する（1項） （注2）。 この場合には， 明らかに

保存の必要がないと認められる場合を除き，相当の期間保存すること

とされている（注3）．

記録担当事務官は，保管検察官による決定があった場合，その決定

年月日，決定内容，再審保存記録として保存する期間など必要な事項

を検察システムにより管理することとされている （平25.3.19刑総409

刑事局長通達の記第3， 5， (2))。

（注1） 法第3条第2項により，再審保存謂求をすることができる者が限定され
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ているので，請求人の資栴の有無につき調査確認する必要がある。
（注2） 再審保存謂求に対して，保管検察官が， 当該請求がなされた後，処分の
ため必要な合理的期間を経過しても何らの処分もしないときは，法第8条
による不服申立ての対象となるので，再審保存鯖求があったときは，記録
担当事務官は，速やかに，保管検察官が保存に関する処分をするために必
要な資料を収集する等適切な対応が必要となることに留意しなければなら
ない。

（注3） 昭62. 12.14刑総1019刑事局長通達の記第2， 5

3保管検察官は，請求に係る保管記録を再審保存記録として保存する

かどうかを決定した場合には，請求をした者に対し，その結果（保存

する期間を含む｡）を再審保存・再審保存期間延長に関する通知誉（様

式第5号）により通知することとされている（2項） （注1）。この

場合において，保存しない旨の通知をするときは，特にその理由を付

記するものとされている（法第3条第3項，規則第6条） （注2）。

なお，保管記録を再審保存記録として保存することを請求できる者

に該当しない者から請求があった場合には， その請求は不適法であっ

て，法第3条第2項の規定による請求には当たらず，再審保存記録と
して保存するかどうかの決定をする必要はないので， 当該請求者に対

して何らの通知義務はないところであるが，実務としては，不適法で

あることを通知することが望ましい。

（注l) 再審保存請求に係る保管記録について，既に，保管検察官が職権により
再審保存記録として保存することとしている場合には，改めて保存する決
定をする必要はなく，保存することとしている旨を通知すれば足りる（法
第3条第3頂ただし書)。

（注2） 理由の付記は，法第8条の規定により，保管検察官が保存をしないこと
とした処分に対して，不服申立てができるとされていることによるもので
ある。

4 保管検察官が前記の保存に関する通知をしたときは，記録担当事務

官は,再審保存・再審保存期間延長に関する決定書にその通知年月日

を記入する （3項)。

）

陰
農

ト 第8 再審保存期間の延長（規程第8条）

1 再審保存記録の保存期間は，保管検察官の職権又は法第3条第2項

に規定する者からの請求により， これを延長することができることと

されているが（法第3条第4項)， その必要があるのは，保存期間が

満了する時点において

（1） 再審請求事件が係属中の場合

12） 既に再審が開始されている場合

（3） 再審請求が行われることが予測される場合

であって，再審の手続のために当該記録をなお引き続き保存する必要

があると認められるときである。

2 保管検察官が再審保存記録の保存期間を延長することとしたとき

は，記録担当事務官は，検察システムによりその旨を管理するととも

に，再審保存期間延長記録目録（様式第6号）を作成し，保管検察官

の押印を受ける（1項)。再審保存期間延長記録目録には，再審保存

期間延長決定年月日，延長期間満了日等を記入する。

3 規則第7条の規定により再審保存期間延長諦求書(規則様式第2号）

の提出があった場合には，規程第7条に定める再審保存請求に関する

手続が準用される（2項)。すなわち，保管検察官は，再審保存．再

審保存期間延長に関する決定群を作成し，請求に係る再審保存記録に

ついてその再審保存期間を延長するかどうかを決定することとなる。

そして，その結果を，延長請求した者に対して再審保存．再審保存期

間延長に関する通知書により通知する（規則第7条)。、延長しない旨

の通知をするときは特にその理由を付記する。保管検察官がこの通知

をしたときは，記録担当事務官は，再審保存・再審保存期間延長に関

する決定書に通知年月日を記入する。 ．
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4再審保存記録として保存することとしている保管記録について別に ｜
L

再審保存の請求があった場合に，当該請求に係る保存期間が既に保存 I
I

することとしている期間を超えるときは‘ 当該請求は｡再審保存期間 i
の延長請求として取り扱うこととされている（注)。 ＃

1

I、
（注） 昭62.12.14刑総1019刑事局長通達の記第2， 6， （1） ． ル

I

5再審保存記録の保存期間の延長の回数については,保管記録の保管 i:
I・

期間の延長のそれと同様，特に制限はないので，法第3条第1項に規 i

定する要件を充足する場合には,何回でも保存期間を延長することが I
も

"罵鑿菫駕二鯨蝋禰震鯛I
載する(注)。これは,延長された再審保存期間が満了した後,再度 ｛

｜
その期間の延長の要否を検討するために参考となるからである。

（注） 昭62.12.14刑総1019刑事局長通達の記第2． 6， （2） 、 I．

7 再審保存期間の延長請求に対する検察官の処分(注)は,法第8条 I
I

の規定による不服申立ての対象となる。 、 ｝
I

（注） 延長しないこととする決定のほか,延長することとした場合における延長｛
宮

後の保存期間の決定も含まれる｡ ［
；

1第9再審請求事件の管理等（規程第9条）

’･蔑雇鰯蝋鴬駕壽薑髻蝋=駕墓I
ト

され（同年5月から施行)，規定の整備が図られた･
I

再審請求事件の管理等（規程第9条）

本条については，証拠品事務規程の全部改正に伴い，平成2年3月

30日付け法務省刑総訓第290号大臣訓令をもって旧規程の一部が改正

され（同年5月から施行)，規定の整備が図られた･
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訴訟記録の保管検察官がこの事実を把握する手続が定められていたと

ころ，上記改正によって， この手続に加えて，証拠品事務規程第89条

に定められた再審の請求が行われることが予測される場合における証

拠品の保管に遺漏のないようにするための証拠品担当事務官への通知

手続が規定されたほか，証拠品を保管する検察官においても再審の請

求が行われることが予測されるような事実を知り得る場合があるとこ

ろから，同条第4項の規定により証拠品担当事務官から刑事確定訴訟

記録の保管検察官の所属する検察庁の記録担当事務官にその旨の通知

をすることとされたので， これに対応して本条の整備が図られたもの

である（注)。

（注） 平2.3.30刑絶292刑事局長通達「事件事務規程，執行班務規程及び記録事
務規程の一部を改正する訓令の運用について〕

2事件事務規程第161条第1項の規定により，公判担当事務官は，検

察官が再審の請求をしたとき，又は裁判所から再審の請求があった旨

の通知（注1）を受けたときは，検察システムによりその旨を管理す

ること.とされている。このように，公判担当事務官は，当骸検察庁に

対応する裁判所における全ての再審請求事件を把握することができる

立場にあることから，保管検察官による再審の手続のための保存に関

する決定を適切に行うことができるよう，事件事務規程第161条第3

項又は第4項の規定により，同検察官の所属する検察庁の記録担当事

務官に対し，再審請求がなされたこと及び再審請求が終結したことを

．通知する（注2）。

通知･を受けた記録担当事務官は，検察システムによりその旨を管理

するとともに，保管検察官に報告する（1項)。

（注1） 再審の謂求がなされたときは，裁判所書記官から同.栽判所に対応する検
察庁の検察官にその旨を通知することとされている（刑訴規則第284条，第
230-)。
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すなわち，従前から，刑事確定訴訟記録の再審保存記録としての保

存の十全を期するため，再審の請求がなされたとき，及び再審の請求

が行われることが予測されるときに原判決に係る被告事件の刑事確定
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（注2） 通知の方法については,公判担当事務官の所属する検察庁が刑事確定訴 I 5 記録担当事務官は，第3項の規定により，再審の請求が行われるこ訟記録を保管若しくは保存している保管検察官の所属する検察庁と同一で I
とが予測される事実を把握する手続をしたが，証拠品事務規程第89条繍臺蝋驚霊潔篝懸塞懸惣蹴鰯’
第4項の規定による通知がない場合には,再審の手続のための証拠品（事件事務規程第161条第4項)。

‘ の保管に遺漏のないようにするため，原判決に係る被告事件の証拠品
．証拠品を保管する検察官においても再審の請求が行われることが予 ； を保管する検察官の属する検察庁の証拠品担当事務官に対し,再審の測されるような事実を知り得る場合があるところから，保管検察官に I

請求が行われることが予測される旨を速やかに通知するとともに，検
『

±る再審の手続のための保存に関する決定を適切に行うことができるI察ｼｽﾃﾑによ’当該通知をしたことを管理する“項)｡この通知
よう,証拠品事務規程第89条第4項の規定により,."拠品担当事務官1℃ は｡書面によることとされていないので,適宜な方法によることとなから刑事確定訴訟記録の保管検察官の所属する検察庁の記録担当事務 l

； る。】 ・

官に再審の請求が行われることが予測されるため証拠品を保管するこ ＃
＆

、 ；．．
ととなった旨を速やかに通知する（注)。

ゞ知を受けた記録担当事務官は；検察ｼｽﾃﾑによりその旨を管理！第1‘保管記録の廃棄(規程第加条）
ド ’ 記録担当事務官は，保管記録の保管期間が満了した保管記録を廃棄ド

するとともに，保管検察官に報告する（2項)。 「

するときは，廃棄目録（様式第7号）を作成し，保管検察官の押印を
（注） この通知は，書面によることとされていないので，適宜な方法により通知 ；
される。 i 受ける（1項)。 ，

謁 溌合において，証拠品担当事務官から再審の請求が行われることが予測

される旨の通知を受けたときは，記録担当事務官は，通知を受けた日 《 用の徴収未了，証拠品の処分未了等の事由の有無）又は再審保存記録
ド

として保存の必要性の有無，再審請求の有無，競合記録の有無，閲覧及び通知のあった検察庁を併せて管理する。 ＆
＆

また,公判立会検察官等保管検察官以外の検察官においても再審の： の請求に対する不許可処分に対する不服申立ての有無，検察審査会へ

‘繍競駕噸鱒欝零W有無
請求が行われることが予測される事実を知ったときは，保管検察官が

これを適切に把握できるようにするため，適宜の方法で保管検察官に： （陸） 平2…澗総州順長職の記第3｡ ‘その旨を通知する（注)。

！ ”管期間が満了した保管記録はその性質上側肌又は溶肌（注） 昭62.12.14刑総1019刑事局長通達の記第2, 7, (1), (2)

［ て廃棄するのが相当であろう。
I
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2記録担当事務官は，保管記録を廃棄したときは，検察システムによ

りその旨を管理する（2項)。

3保管記録の廃棄に当たっては，次の点に留意する必要がある（注

1）。

（1）検察システムにより管理されている保管終期に誤りがないかどうb

か，また，保管期間の延長又は再審保存記録として保存の必要性の

有無に関する事項が管理されていないかどうか確認すること。

（2）記録担当事務官は，対応裁判所に対し，適宜な方法により，再審

請求があった旨の検察官への通知がまだ行われていない事件の有無

を照会し，裁判所からの再審請求に関する通知未了の間に保管記録

が廃棄されることのないようにすること。

（3） 法第8条第1項の規定により，裁判所に対し保管検察官の処分(閲

覧の請求に対する不許可処分）に対する不服申立てがなされている

ときは,・当該不服申立てに係る保管記録は，その申立てに対する判

断がなされるまで廃棄してはならないこと。また，不服申立てがな

されていない場合であっても，保管検察官の処分後不服申立てに必

要と認められる相当の期間を経過す.るまでの間も同様とすること。

（4） 地方検察庁の本庁及び支部並びにその管内区検察庁においては，

保管記録の廃棄に当たっては，従来の実務の運用に照らして. ･廃棄

手続の適正を期するため，当分の間，従前どおり，検事正の指示を

受ける取扱いとすること。

(5) 保管記録又は裁判所不提出記録の一部に不起訴記録に編てつされ

るべきものがあり，保管記録(裁判所不提出記録にあっては当該事

件の保管記録）の保管期間の満了後不起訴記録の保存期間が満了す

ることとなる場合において，保管検察官が不起訴記録を保存すべき

検察官でないときは， 当該保管記録は，不起訴記録の保存期間に合

各 論 33

わせて保管期間を延長すること （注2）。

（注1） 昭62. 12.14刑総1019刑班局長通達の記第2， 8

（注2） これは，例えば，地方検察庁（支部を含む。以下この注祷きにおいて

． 同じ｡）の検察官が過失運転致傷被疑邪件と道路交通法違反被疑事件を

一件記録で受理し，過失運転致傷被疑事件について起訴猶予処分とした

上，同事件の裁定書のみを保存し（保存期間5年)，道路交通法違反被

・疑事件につき．管内区検察庁に移送して－件記録を送付し，同区検察庁

の検察官がこれを略式手続により起訴し，その裁判が砿定した場合を考

えると，その略式裁判に係る訴訟記録は，同区検察庁の保管検察官が保

管することになるところ，道路交通法違反率件に係る裁判書以外の保管

記録は，その保管期間が3年であり，その保管期間が滴了したときは廃

棄することとなるが， この事例においては，いわゆる競合記録となる起

訴猶予処分とした過失運転致傷事件の不起斫記録の保存期間が5年であ

ることから， これを廃棄することなく，その保管期間を不起訴記録の保

存期間である5年に合わせて延長することとなる。

平16． 12．10刑総1439刑事局長通達の記第2

第11特別処分（規程第n条）

l .保管検察官は，保管記録の保管期間が満了した場合において，特に

必要があると認めるときは，本条の特別処分として，保管記録を廃棄

することなく，相当の処分をすることができる。

本条にいう 「特に必要があると認めるとき」 とは，保管記録，再審

保存記録又は刑事参考記録として保管し，又は保存する必要はないも

のの，法に規定する事由以外の事由に基づき保存することが特に必要

と認められる場合をいい，例えば，刑事参考記録としての指定上申の

要件には該当しないが， 同種事件の捜査又は公判遂行等検察官の職務

遂行上の参考資料として保存することが特に必要と認められる場合が

これに当たり， 「相当の処分jとは，上記保存の必要性に対応する廃

棄以外の処分をいう。

したがって，同種事件の捜査又は公判遂行等検察官の職務遂行上の

参考資料として保存するため，地方検察庁の支部や区検察庁の保管検
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